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１．労務費に関する基準の概要
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H9 R4

685万人

479万人

10%

7%

全就労者に
占めるシェア

出典： 総務省「労働力調査」を
基に国土交通省算出

建設業
就業者

賃金
508万円/年

432万円/年(▲15.0%)

出典： 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和5年）

建設業※

全産業

※賃金は「生産労働者」の値

改正建設業法による技能者の処遇改善に向けた新たなルールの導入

建設工事の請負契約に係る新たなルールの導入建設工事の請負契約に係る新たなルールの導入技能者の処遇を巡る建設業界の現状技能者の処遇を巡る建設業界の現状

○ 労働者の知識、技能その他の能力の評価に基づく賃金支払等
の処遇確保を建設業者に努力義務化（建設業法25条の27） 。

○ 中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成（同法３４条）

し、請負契約における適正な労務費の水準を明確化。また、労
務費等を内訳明示した「材料費等記載見積書」の作成を努力義
務化（同法20条） 。

○ 併せて、基準を著しく下回る見積り・契約締結を禁止（同法２０条、

19条の３）し、違反した業者は指導・監督（同法２8条）、発注者は勧告・
公表（同法２０条）の対象。

○ これらにより、適正な労務費が、公共工事・民間工事にかかわ
らず、受発注者間、元請-下請間、下請間のすべての段階におい
て確保され、技能者の賃金として支払われることを図る。

○ 建設業の中長期的な担い手を確保するため、技能や屋外を中心
とする厳しい労働環境に見合った賃金への引き上げ等の処遇改善
が必要。

○ 一方、建設工事の請負契約の特性（※）を背景として、重層下
請構造の下、労務費（賃金の原資）は、技能者を雇用する下請
業者まで適正に確保されていない。

○ 建設業の特性に対応し、請負契約において適正な労務費を確保
し、技能者に支払われるための新たなルールが必要。

（※）総価一式での契約慣行の中、労務費の相場が分かりづらい、材料費よりも削減が容易、
技能者の処遇を考慮せず安価に請け負う業者が競争上有利 等
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技能労働者
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労務費確保のイメージ

賃金労務費

著しく
下回る
見積り･
契約を
禁止

労務費

著しく
下回る
見積り･
契約を
禁止

労務費

中
央
建
設
業
審
議
会
が
勧
告

材料費

１次下請

２次下請

発注者・元請

下請
利益等

自社
利益等

雇用
経費

雇用
経費

雇用
経費

自社
利益等

下請
利益等

自社
利益等

適
正
な
労
務
費

適正水準で
受発注

下請契約でも適正
水準を転嫁

原資を確保し
適正な賃金を支払い

建設工事請負契約に係る特有の課題

適正水準が不明
転嫁できない経費増嵩
を労務費圧縮で吸収

適正な労務費が確保されず、
賃金が十分払われない

発注者 元請・１次下請 ２次下請

労務費
労務費

労務費
賃金

適
正
な
労
務
費



公共工事設計労務単価水準

「労務費に関する基準」により、公共工事・民間工事を問わず、下請取引を含めて適正な労務費（賃金の原資）を
確保するとともに、「CCUSレベル別年収」による、個々の技能者の経験・技能に応じた適正な賃金の支払いを目指す。

発
注
者

元
請

下
請

適正労務費 適正労務費

技能者 (CCUSレベル4)

技能者 (CCUSレベル3)

技能者 (CCUSレベル2)

技能者 (CCUSレベル1)

労務費に関する基準で担保 CCUSレベル別年収を支払い

労務費に関する基準の考え方とその実効性確保策のパッケージ

入口での取組（契約段階における実効性確保）

➢ 労務費・必要経費等を明示した見積書の商慣行化に
よる適正な労務費の確保

➢ 自主宣言制度(※)による適切に技能者を処遇する事業者の
見える化・優先選定 等

出口での取組（労務費・賃金の支払いの実効性確保）

➢  CCUSレベル別年収の支払いの推進

➢ 契約当事者によるコミットメント制度(※)の活用を
通じた適正な労務費・賃金支払いの確認 等

公共工事における上乗せの取組（公共発注者による実効性確保）
➢ 労務費ダンピング調査の実施 総労働時間を把握するための取組の実施 等

実効性を確保

・ 賃金を値下げの原資とする価格競争が行われる状況を変革し、技能者の処遇が確保された上での価格や、受注者の技術力や施工の質、生産性の

高さ等を競う健全な競争環境を実現し、技能者の処遇改善に取り組む事業者が競争上不利にならないようにする。

職種分野ごとに、単位施工量当たり
労務費の形で、基準を踏まえた
適正な労務費の具体値を設定

労務費等を内訳明示した見積書

適正な支払い

技
能
労
働
者

適正賃金

※改正建設業法の処遇改善に係る努力義務の実践、CCUSの活用、取引時における宣言企業
の優先選定を行う事業者を見える化し、インセンティブを付与する制度

※請負契約において労務費・賃金の適正な支払に係る表明や情報開示への合意に関する条項
を設け、注文者が受注者の労務費・賃金支払の状況等を確認できることとする制度
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労務費に関する基準 概要

○ 「労務費に関する基準」は、個々の技能者に、その経験・技能に応じた適正賃金が支払われるようにするため、公
共工事・民間工事を問わず、発注者から技能者を雇用する建設業者までの全ての取引段階における建設工事の請負契
約において、適正な労務費（賃金の原資）を確保することを目指すものである。

第２章 建設工事を施工するために通常必要と認められる労務費

第１章 総論

（１）背景

（２）改正建設業法等における処遇改善に係る主な措置

（３）労務費に関する基準の作成及び勧告に係る検討

①経緯

②労務費に関する基準の位置づけ

第３章 本基準の実効性を確保するための施策

第４章 その他

（１）基本的な考え方

①適正な労務費の水準

②個別の請負契約に当てはめる際の留意点

（２）職種分野別の基準値

①基準値の位置づけ

②基準値の定め方

③基準値の決定と改定の手続き

（１）実効性確保策の全体像

（２）契約段階において適正な労務費等を確保するための取組

①基本的な考え方

②労務費と併せて確保することが必要な経費の整理

③労務費等を内訳明示した見積書の提出の促進

④自主宣言制度による技能者の処遇改善を進める事業者の見える化

⑤本基準を著しく下回る見積り・契約への指導・監督

（３）支払段階において適正な労務費・賃金を確保するための取組

①基本的な考え方

②コミットメント制度を通じた適正な支払いの担保

③技能者通報制度による適正でない賃金支払いの情報提供

④労務費・賃金の支払い態様が悪質な事業者の見える化

（４）公共工事における上乗せの取組

（１）材料費等記載見積書に内訳明示する経費のうち、労務費以外のものの見積りに係る取扱い

（２）通常必要と認められる額を著しく下回る労務費等と疑われる場合の対応

（３）基準の見直し

第５章 結びに
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労務費に関する基準の基本的考え方

➢ 「労務費に関する基準」は、技能者の処遇改善により建設業を持続可能なものとするため、「通常必
要と認められる労務費（＝適正な労務費）」を示すことにより、適正な労務費（賃金の原資）が、公
共工事・民間工事にかかわらず、受発注者間、元請-下請間、下請間の全ての取引段階の請負契約にお
いて確保され、技能者に適正な賃金が支払われることを目指すものである。

・公共工事・民間工事を問わず、契約当事者間での価格
交渉時に参照できる、「建設工事を施工するために通常
必要と認められる労務費」（＝適正な労務費）の相場
観として作成。

・個別の契約において確保されるべき労務費は個々の現場
ごとに異なるため、受注者は見積り時（公共工事であれば
入札時）に、本基準の考え方に沿って適正に労務費等
を見積り、価格交渉・決定することが必要。

・本基準の考え方に比して、著しく低い労務費等による受注
者からの見積り、注文者からの見積り変更依頼、総価での
原価割れ契約について、行政が指導・監督を行う際の参
考指標としても活用。

・技能者の賃金水準について、まずは早急に公共工事設計労務単価
水準並とし、他産業並以上への処遇改善を実現することを目指す。

・この水準の賃金支払いに必要な原資を、公共工事・民間工事を通じ
て確保するため、「適正な労務費」を公共工事設計労務単価を計算
の基礎とした水準とする。
（高い技能を持つ技能者が施工する必要がある場合等においては、受注者側が労務単価を
割り増して見積り、価格交渉により必要な労務費を確保。）

＝ 設計労務単価 × 労働時間
＝ 設計労務単価 × 歩掛 × 数量

通常必要と認められる労務費
＝適正な労務費

「労務費に関する基準」の位置づけ 「建設工事を施工するために通常必要と認められる労務費
（＝適正な労務費）」の考え方

○労務単価については、設計労務単価を下回る水準を設定しないこと、歩掛については、
当該工事の施工条件・作業内容等に照らして、受注者として責任を持って施工できる
水準を計算して設定することが必要。

○個々の請負契約における適正な労務費確保の円滑化のため、別途、国土交通省が、
職種分野別に、標準的な作業内容・施工条件等を前提とした場合の、本基準を踏ま
えた適正な労務費の具体値を、「労務単価×歩掛」の「単位施工量当たり労務費」の
形で「基準値」として公表。

労務費確保のイメージ

建設工事の請負契約特有の課題
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➢価格交渉における、本基準に沿った適正な労務費の確保をより円滑に進めるため、国土交通省において、職種分野別に、本基準を踏ま
えた適正な労務費の具体値を、トンあたり、平米あたり等の「単位施工量当たり労務費」の形で「基準値」として公表。

➢基準値は、専門工事業団体・元請建設業団体・国土交通省から成る「職種別意見交換会」等を経て決定。

➢基準値は、標準的な作業内容・施工条件等を前提とした場合の値とし、個別の請負契約においては、受注者が現場ごとに本基準値を
踏まえて労務費等を適正に見積もること、また、注文者がそれを尊重することが必要。

※基準値の定めのない職種分野においても、本基準の基本的考え方に沿った「適正な労務費」を確保する必要性に変わりはない。

基準値のフォーマット ※建築工事の原則パターン 基準値の例

※職種分野別に代表的な基準値（東京都の例）を例示
※基準値は個別の請負契約においてそのまま適用できるものではなく、特殊な気
象条件や現場制約等がある場合には、具体の作業内容や施工条件等を踏ま
え、基準値を補正して労務費を算出する必要がある。

上記を含め、13職種分野99工種（作業）において基準
値を設定済み。（全29許可業種中15業種に対応）

職種分野 基準値 適用条件等

鉄筋工事
（建築）

71,472円/t

代表的な歩掛の作業内容：
建築構造物等の鉄筋の工場加工
及び現場組立、コンクリート打設時
における合番
条件：
RCラーメン構造、階高3.5～4.0m
程度、形状単純 等

型枠工事
（建築）

5,291円/㎡

代表的な歩掛の作業内容：
建築構造物等の合板型枠の加工
及び組立、コンクリート打設時の合
番、型枠点検及び保守、型枠の取
外し
条件：
普通合板型枠、ラーメン構造・地上
軸部、階高3.5～4.0m程度 等
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職種別意見交換会の実施状況

※職種別団体名は五十音順

開催した職種別意見交換会と構成員※１

板金・
屋根ふき

全日本瓦工事業連盟、日本金属屋根協会、
日本建築板金協会

解体 全国解体工事業団体連合会

鉄骨 鉄骨建設業協会

トンネル 日本推進技術協会、日本トンネル専門工事業協会

防水 全国防水工事業協会

潜かん 日本圧気技術協会

さく岩 日本発破・破砕協会

切断穿孔 ダイヤモンド工事業協同組合

タイル・
サッシ・
ガラス

建築開口部協会、全国板硝子工事協同組合連合会、
全国板硝子商工協同組合連合会、全国タイル業協会、
日本サッシ協会、日本タイル煉瓦工事工業会

エクステリア 日本エクステリア建設業協会

橋梁
日本橋梁建設協会、日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会、
プレストレスト・コンクリート建設業協会、
プレストレスト・コンクリート工事業協会

警備 全国警備業協会

造園 日本造園組合連合会、日本造園建設業協会

上下水道 全国管工事業協同組合連合会、日本管路更生工法品質確保協会

土間 日本左官業組合連合会、日本土間業組合連合会

（全職種共通）建設産業専門団体連合会、全国建設業協会、
全国中小建設業協会、日本建設業連合会

型枠 日本型枠工事業協会

鉄筋 全国圧接業協同組合連合会、全国鉄筋工事業協会

住宅分野
住宅生産団体連合会、全国建設労働組合総連合、
全国工務店協会、全国住宅産業地域活性化協議会

左官 日本左官業組合連合会

電工※２ 全日本電気工事業工業組合連合会、日本計装工業会、
日本電設工業協会

塗装 日本塗装工業会

とび 日本建設躯体工事業団体連合会、日本鳶工業連合会

内装
全国建設室内工事業協会、全日本畳事業協同組合、
日本建設インテリア事業協同組合連合会、
日本室内装飾事業協同組合連合会、日本畳産業協会

空調衛生※２
全国管工事業協同組合連合会、全国ダクト工業団体連合会、
日本空調衛生工事業協会、日本計装工業会、日本配管工事業団体連合会
日本保温保冷工業協会、日本冷凍空調設備工業連合会

土工※２

全国圧入協会、全国基礎工事業団体連合会、
全国クレーン建設業協会、全国コンクリート圧送事業団体連合会、
全国特定法面保護協会、日本アンカー協会、日本ウェルポイント協会、
日本機械土工協会、日本基礎建設協会、日本グラウト協会、
日本建設あと施工アンカー協会、日本建設躯体工事業団体連合会

凡例 ：調整中
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◼ 令和６年１１月以降、型枠、鉄筋、住宅分野から意見交換を開始し、これまで計２５の職種別意見交換会を実施。

◼ 職種別意見交換会では、各業界の実情に応じた「労務費の基準値」の示し方や、これに当たっての留意点、実効性確保の具体策について議論。

◼ 令和７年12月までに、13職種分野99工種（作業）について、国土交通省において「労務費の基準値」を公表。（建設業許可業種全29業種中15業種の何らかの作

業に対応）

◼ 引き続き調整中の職種から検討を進めつつ、その他の職種についても業界団体からの意向を踏まえて順次対応。

※１記載順は、職種は開催順・団体名は五十音順
※２引き続き調整中の基準値を含む

：基準値として公表
（令和７年12月時点）



２．労務費に関する基準の実効性確保策の全体像
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契約段階における適正な労務費等の確保を図るための実効性確保策

中長期的に目指すベき将来像

○受注者が、個別契約に即
し、自社の歩掛を基に算
出した労務費や必要経費
を明示した見積りを作成。
注文者は、当該見積りを
尊重。

○両当事者が対等な立場に
おける合意に基づいて公
正な契約を書面で締結。
信義に従って誠実にこれ
を履行。

実効性確保策

入口での対策

必要経費の取扱い明確化
・労務費の確保にあたり、労働者の処遇に必要な他の経費へのしわ寄せを防ぐことが必要。
→これまでも、通常必要と認められる原価として適正な確保を求めてきた経費（法定福利費
の事業主負担分、安全衛生経費、建退共掛金）を、見積書における内訳明示の対象として
位置づけ、著しく低い額での見積り等を禁止。
→基準値の公表時「雇用に伴う必要経費」を含んだ額を参考値として公表

自主宣言制度の導入
・適正な労務費を確保し、適正な賃金等を支払う優良事業者が競争上評価され、不利になら
ないような仕組みの構築が必要。
→改正建設業法の処遇改善に係る努力義務の実践、建設キャリアアップシステム（CCUS）
の活用、取引時における宣言企業の優先選定を行う事業者向けに「建設技能者を大切に
する企業の自主宣言制度」を創設し、HP掲載・経審加点等のインセンティブを付与。

労務費等を内訳明示した見積書の作成・普及に向けた取組
・中小事業者や一人親方など、従前見積書提出慣行がない者も含め、労務費等を内訳明示
した見積書（材料費等記載見積書）の作成による適正労務費の確保が必要。
→国土交通省において、専門工事業者向けに労務費等を内訳明示した見積書の様式例及
びその記載要領（「書き方ガイド」）を提示。
→各業種別の専門工事業団体において、労務費等の内訳明示に対応した標準見積書の作
成・利用を促進。

建設Gメンによる調査等の実施
・著しく低い労務費等による見積りを行う事業者に対し、許可行政庁が適切にペナルティを
課すことが必要。
→材料費等記載見積書について一定期間の保存を義務付け。「駆け込みホットライン」等によ
り広く端緒情報を収集し、ダンピングの疑いある契約を効果的に抽出。
→材料費等記載見積書について、受注者が提出した当初版と最終版の差額等を比較し、ダ
ンピングが起きていないか、その原因者や要因、違法性の疑いを確認。

労務費に関する基準を活用した見積・契約をガイドする「運用方針」を提示

○適正に労務費・賃金を支
払う優良事業者が市場で
選択される環境を整備。

○建設Ｇメンの調査を踏ま
え、ダンピングによる価格
低下と生産性向上による
価格低下を見分けた上
で、許可行政庁が指導・監
督等。

契
約
段
階
（入
口
）に
お
い
て
適
正
な
労
務
費
を
確
保
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労務費・賃金の適正な支払いに係る実効性確保策

中長期的に目指すベき将来像 実効性確保策

出口での対策

コミットメント制度の導入
・適正な労務費・賃金支払いを受注者のみに委ねるのでなく、個々の取引について契約
当事者間でも適正な労務費・賃金支払いの状況等を確認できる仕組みを構築するこ
とが必要。
→請負契約において労務費・賃金の適正な支払いに係る表明や情報開示への合意に関
する条項（総称して「コミットメント制度」とする）を標準請負契約約款に導入
→任意の制度としつつ、活用を推奨する。

CCUSレベル別年収支払いの促進
・技能者の処遇改善に向け、技能者の技能・経験に応じた設計労務単価水準の適正な賃
金支払いを進めることが必要。
→CCUSレベル別年収について、目標値と標準値の２つの水準の値を設定。
→適正な賃金として目標値の支払いを推奨すると共に、標準値を下回る支払い状況の
事業者については、請負契約において労務費のダンピングの恐れがないか重点的に
確認。

技能者通報制度の導入
・適正な労務費・賃金支払いを受注者のみに委ねるのでなく、賃金を受け取る技能者から
も確保できる仕組みを構築することが必要。
→デジタル技術を活用した技能者からの賃金に係る情報提供制度を導入。
→通報については、建設Gメンが雇用主となる建設業者の取引状況について詳細調査を
実施する端緒情報として活用。

国土交通省による悪質事業者の公表
・労務費や賃金の支払いにおいて悪質な態様が認められる事業者が市場で選択されな
い環境を整備することが必要。
→建設Gメン等による調査の結果、労務費や賃金の支払いにおいて悪質な態様が認め
られる事業者の見える化を実施。

支
払
い
段
階
（出
口
）に
お
い
て
適
正
な
労
務
費
・賃
金
を
確
保

○建設業者は、技能者と適切に雇

用契約を結び、能力についての

公正な評価に基づく適正な賃金

として、CCUSレベル別年収の

支払いを目指すこと。

○行政、契約当事者等が役割を分

担しながら、デジタル技術を活

用した簡易・任意の確認システム

も活用し、技能者への適正な賃

金支払いを確認すること。

○処遇改善を通じて担い手の確

保・育成に努める事業者の受注

力が向上すること。
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公共工事における上乗せの実効性確保策

中長期的に目指すベき将来像 実効性確保策

公共工事での対策

公共発注者による労務費ダンピング調査の実施
・公共発注者は、労務費の適正性を確認するため「労務費ダンピング調査」を実施する
など、現行のダンピング対策を強化することが必要。

入札金額内訳書における労務費等の内訳明示を義務化
・応札者は、労務費に関する基準を参考としつつ、自らの歩掛に即した労務費を算出
し、それを明示した入札金額内訳書の提出が必要。

賃金・労働時間等の実態調査の実施と活用方法の検討
・公共工事において、当該工事における総労働時間を把握し、公共工事設計労務単価と
当該総労働時間から計算される「支払われるべき労務費」と「実際に支払われた労務
費」の比較を国土交通省直轄工事にて試行的に実施し、その実施方法や比較結果を用
いた適切な事業者選定の方法を検討。 11

契
約
段
階
（入
口
）に
お
い
て

適
正
な
労
務
費
を
確
保

支
払
い
段
階
（出
口
）に
お
い
て
適

正
な
労
務
費
・賃
金
を
確
保

コミットメント制度の導入（再掲）
・適正な労務費・賃金支払いを受注者のみに委ねるのでなく、個々の取引について契約
当事者間でも適正な労務費・賃金支払いの状況等を確認できる仕組みを構築するこ
とが必要。
→請負契約において労務費・賃金の適正な支払いに係る表明や情報開示への合意に関
する条項（総称して「コミットメント制度」とする）を標準請負契約約款に導入
→任意の制度としつつ、活用を推奨する。

○ 公共工事の特性を踏まえ、適正な労務費の確保に際し、公共工事の受発注者においては、公金支出の適切性の担保・健全

な競争環境の実現と公共工事の品質確保のための担い手確保について、一定の役割を果たすことが必要

○公共工事の適正な施工が通常見

込まれないダンピング契約の締

結を防止するとともに、不正行

為を排除すること。

○行政、契約当事者等が役割を分

担しながら、技能者への適正な

賃金支払いを確認すること。

○公共工事の発注者において、受

注者の協力のもと、労務費・賃金

の支払い状況、労働時間等の把

握に努めること。

１１／７技調課修正



３． 「入口」の実効性確保策
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・労務費とあわせて確保すべき「必要経費」の取扱い明確化

・「労務費に関する基準」の運用方針について

・建設技能者を大切にする企業の自主宣言とは



改正建設業法第20条に基づき見積書で内訳明示すべき必要経費の範囲について

法定福利費 安全衛生経費 建退共法定福利費
（事業主負担分）

安全衛生経費
建退共掛金

（見積もる者が証紙又はポイントを購入する場合）

○これまで、建設業者に対し、「標準見積書」の
活用などにより、法定福利費が明示された見
積書の提出と、その尊重を要請

○法定福利費は、関係法令に基づき義務的に
負担する経費であり、必要経費として確保す
る必要

○これまで、建設業者に対し「安全衛生対策
項目の確認表」や「標準見積書」の活用な
どにより、その適切な確保を要請

○安全衛生経費は、労働安全衛生法に基
づく労働災害防止対策等を実施するため
の経費であり、必要経費として確保する必
要

○これまで、受注者が建設業退職金共済制度の
加入事業者である場合は、公共工事、民間工
事の別を問わず、工事の施工に直接従事する
建設労働者に係る必要経費として、適正な確
保を要請

○建退共掛金は、中退共法に基づき建退共制度
加入事業者（又は証紙一括購入を受託する元請）

が負担する経費であり、必要経費として確保す
る必要

○技能者の総合的な処遇を確保するためには、請負
契約において、労務費（賃金の原資）だけでなく、
一定の範囲の必要経費についても確保されることが
必要。

○この際、建設業法における「通常必要と認められる原
価」として適正な確保を求めてきた経費（法定福利
費、安全衛生経費、建退共掛金）について、材料
費・労務費と同様に内訳明示の対象とし、適正額を
著しく下回る見積り・見積り変更依頼を禁止。労務
費確保に伴うしわ寄せをまずもって防ぐ。

労務費

適正な施工に必要な
原価として内訳を明示

すべき経費
（法定福利費（事業主負担分）、
安全衛生経費、
建退共掛金）

その他経費
（本社経費、利益等）

＜工事価格の構成イメージ＞

材料費

※法定福利費
（個人負担分）を含む

労務費とあわせて確保すべき「必要経費」の取扱い明確化

※ 建退共制度関係事務については、できる限り、元請
が受託するようお願いしているところであり、その運用を変
更することを意図するものではない
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○また、上記の費目以外にも、事業主は雇用に伴う必要経費を負担しており、賃金をはじめとする労働者の適切な処遇に必要な費用
を原資とした価格競争が行われることのないよう、契約当事者間で、その負担について十分に協議することが必要である。



○専門工事業者向けに労務費・必要経費等を内訳明示した見

積書の様式例（詳細版・簡易版）及びその記載要領（「書

き方ガイド」）を提示

⇒見積書様式例については、各専門工事職種の取引の事情に

応じ、専門工事業団体においてアレンジして活用可能

○ 労務費に関する基準の勧告とあわせ、国土交通省において、本基準に基づく価格交渉時の留意点等の詳細を整
理した「『労務費に関する基準』の運用方針」を提示。

○ 本基準において位置づけられた適正な労務費が請負契約において適切に確保されるよう、労務費等を内訳明示し
た見積書の提出・尊重等の、「基準」「運用方針」等に沿った新たな商習慣の定着を図る。

「労務費に関する基準」の運用方針について

○「労務費に関する基準」に基づく取引について、計71の運用方

針を提示

① 基準に関する基本的な考え方・取扱い（方針１～１５）

・・・「通常必要と認められる労務費（基準値）」と異なる額での見積りの

取扱いについて

・・・精算を行うことに係る考え方について 等

② 受注者の対応（方針１６～２４）

・・・受注者が、再下請負先からあらかじめ見積りを取らずに、注文者に対

して見積書を提出する場合の取扱いについて 等

③ 注文者の対応（方針２５～３５）

・・・注文者側から様式を指定して見積りを求める場合について 等

④ 発注者-元請（総合工事業者）間の見積り・契約における

対応（方針３６～５６）

・・・民間発注者として、どのように建設工事の予算を決めるべきか

・・・発注者は見積期間をどのように確保すべきか

・・・元請（総合工事業者）が発注者に提出する見積書についても、労

務費の内訳明示をしなければならないのか。等

⑤ コミットメント制度における取扱い（方針５７～７１）

・・・コミットメント制度のメリットについて 等

運用方針の構成
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↓運用方針はコチラのページから↓

「労務費に関する基準ポータルサイト」



建設技能者を大切にする企業の自主宣言とは

建設業への技能者の減少が続く中、技能者を大切にし、処遇改善に積極的に取り組もうとする事業者がその旨を宣言するこ
とにより就業者に選ばれることなどにより、処遇改善の取組が持続的に行われることとなる枠組みを作ることを目的としている。

制度目的

建設業は国民生活や社会経済活動を支える極めて重要な役割を担っている。

一方、人口減少や厳しい就労条件を背景として就業者の減少や高齢化、特に技能者の減少
が続いており、建設業がその重要な役割を将来にわたって果たし続けられるよう取組を強化
することが急務となっている。

こうした状況を踏まえ、国土交通省においては、令和６年７月に「建設キャリアアップシステム
利用拡大に向けた３か年計画」を策定し、改正建設業法に基づく取組とCCUS を活用した取
組を一体として、技能者の処遇改善を図る方向性を示した。

この方向性に沿って処遇改善に取り組む企業が評価され、サプライチェーン全体で処遇改善
に取り組むようになるための枠組みとして、 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言」が
創設された。

制度背景

25.8% 14.1% 39.0% 12.0%8.5%
0.…

21.2% 13.2% 43.4% 12.3%9.3%
0.…

建設業における平均的な休日の取得状況

技術者

技能者

「4週6休程度」が最多

４週８休(週休２日)を確保できない労働環境

1.9 
12.6 

20.8 
22.0 
23.3 

27.7 
38.4 

42.8 
32.7 

27.0 
50.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65歳以上

（万人）

77.4万人
25.8％

35.2万人
11.7％

建設技能者の高齢化
年齢階層別の建設技能者数

出典：総務省「労働力調査」（令和６年平均）
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建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度について

16

＜元請事業者・下請事業者・発注者＞
・生産性向上・外国人活躍・他の認定・認証制度を受けている等、各事業者
が取組を自由に記載できることとする。

〇 自主宣言制度とは、建設企業が技能者の処遇改善の取組等を宣言し、それを可視化させることで
評価を可能にすることにより、受注機会の確保等につなげることを目的とした制度。

〇 自主宣言制度は令和7年12月12日より申請受付開始

ア）労務費確保・賃金支払い等のための取組
＜元請事業者・下請事業者・発注者＞
・労務費、材料費等の内訳を明示した見積書を作成すること
・下請事業者から提出される労務費、材料費等の内訳が明示された見積書
の内容を考慮・尊重すること
・技能者の適切な処遇を確保するための取組を行うこと
・担い手の育成に取り組むこと
・国が建設工事に従事する者の適正な処遇の確保等を図るため行う調査に
協力すること。

＜発注者＞
・ 元請事業者から提出される労務費、材料費等の内訳が明示された見積書
の内容を考慮・尊重すること

イ）CCUS の活用
＜元請事業者＞
以下の①～③から、自社で取り組む内容を選択する（①又は②は必須。③
は技能者を雇用している場合は必須。）。
①全ての現場において、CCUS を利用する全ての技能者が就業履歴を
蓄積するよう、必要な環境整備や履歴蓄積の促進に取り組むこと。

②CCUS を利用する技能者が就業履歴を蓄積できるよう、必要な環境整
備に取り組むこと。

③雇用する全ての技能者について、詳細型の技能者登録を行うこと。
＜下請事業者＞
・雇用する全ての技能者について、詳細型の技能者登録を行うこと。

ウ）宣言企業との取引優先
＜元請事業者・下請事業者・発注者＞
・取引先の選定に当たり、宣言を行っていることを考慮すること。

必
須
項
目

任
意
項
目

自
主
宣
言
項
目

〇自主宣言項目の内容に沿った宣言内容を記載
〇宣言提出日となる「宣言日」を記載
〇宣言内容をいつから取り組むかの「取組開始日」を記載し提出



能登半島地震の応急復旧工事での活用実績等を踏まえ、加点対象となる建設機械を追加することで

災害対応力強化を図ることが必要

加点対象機械の拡大
（「不整地運搬車」、「アスファルトフィニッシャー」を追加）

持続可能な建設業に向けた①担い手の育成・確保や、「地域の守り手」としての②災害対応力の強化の取組の努力を適正に評

価・後押しするとともに、③建設業許可要件の改正を踏まえた審査項目・基準の見直しを実施。

建設業の処遇改善の原資となる労務費の確保・行き渡り等のための取組や、

CCUSの就業履歴の蓄積に関する評価項目を設定することが必要

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況について加点項目として追加（５点）
（審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されている場合に加点）

※あわせて「W1-10：建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の加点配分を見直し

② 災害対応力の強化② 災害対応力の強化

経営事項審査の改正の視点

17

令和２年１０月に建設業許可・更新の要件に社会保険加入が追加され、

令和７年１０月以降に経営事項審査を受審する企業は社会保険加入に係る許可要件を当然満たすことに

社会保険加入に関する審査項目を削除（各項目-40点）
（W1-1：雇用保険、W1-2：健康保険、W1-3：厚生年金保険の加入有無に関する減点項目を削除）

③令和２年の建設業許可要件の改正を踏まえた見直し③令和２年の建設業許可要件の改正を踏まえた見直し

改正の視点改正の視点

① 担い手の育成・確保① 担い手の育成・確保

中央建設業審議会総会（令和７年12月2日開催）決定



４． 「出口」の実効性確保策
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・CCUSレベル別年収の改定と位置づけ明確化

・コミットメント制度

・技能者通報制度の導入



CCUSレベル別年収改定のポイント（労務費に関する基準との関係）

第３章 本基準の実効性を確保するための施策
（３）支払段階において適正な労務費・賃金を確保するための取組
①基本的な考え方
・建設業の持続可能性に対する危機感が高まる中、労務費・賃金の適正な支払に係る実効性確保策について、公
共・民間発注者を含めたサプライチェーン全体で、これまでの施策の延長にとどまらない踏み込んだ対応を目指し
て知恵を出し合うことが必要である。
・かかる認識を関係者間で共有しつつ、下記を目指すことを基本的な考え方とし、これを実現するための施策を講
じることが適切である。
○注文者は受注者に対して、本基準を踏まえた適正な労務費（賃金の原資）を支払うこと。
○建設業者は、技能者と適切に雇用契約を結び、技能者に対して、知識、技能その他の能力についての公正な評価
に基づく適正な賃金として、公共工事設計労務単価が賃金として支払われた場合に考えられるCCUSレベル別年収の
支払いを目指すこと。
○CCUSレベル別年収については、目標値と標準値の２つの水準の値を設定し、適正な賃金として目標値の支払いを
推奨するとともに、標準値を下回る支払い状況の事業者については、請負契約において労務費のダンピングの恐れ
がないか重点的に確認すること。
○行政、契約当事者等が役割を分担しながら、デジタル技術を活用した簡易・任意の確認システムを活用し、技能
者への適正な賃金支払いを確認すること。
○処遇改善を通じて担い手の確保・育成に努める事業者の受注力が向上すること。

○労務費に関する基準 本文

19



CCUSレベル別年収の位置づけ

• 前回（R5.6） 記者発表資料より

将来の処遇面でのキャリアパスを示すとともに、技能・経験に応じた賃金支払いに
ついて目指すべき具体的なイメージを業界全体で共有することを通じて、官民一体
となって、賃上げや適正価格の受発注の促進を目指すもの。

法的拘束力はなく、支払いを義務づけるものではない。

• 労務費に関する基準より

建設業者は、技能者と適切に雇用契約を結び、技能者に対して、知識、技能その
他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金として、公共工事設計労務単
価が賃金として支払われた場合に考えられるCCUSレベル別年収の支払いを目指
すこと。

CCUSレベル別年収については、目標値と標準値の２つの水準の値を設定し、適
正な賃金として目標値の支払いを推奨するとともに、標準値を下回る支払い状況
の事業者については、請負契約において労務費のダンピングの恐れがないか重
点的に確認すること。

あくまでも目安

建設業法上の指導等にも結びつく基準
20



CCUSレベル別年収改定のポイント

①ブロック別にレベル別年収を算出

 （前回：全国一律⇒今回：ブロック別）

②前回以降新たに認定された能力評価分野等（11分野）を追加

 （前回公表：32分野⇒今回：43分野）

③最新の公共工事設計労務単価を適用

 （前回：令和５年３月単価⇒今回：令和７年３月単価）

④公表の対象を「標準値」（従前の「下位」）及び「目標値」に限定（従前の

「中位」）するとともに、「目標値」を「中位値以上」と標記

21



CCUSレベル別年収の概要（令和7年12月改定）

◎建設キャリアアップシステム（CCUS）の能力評価に応じた賃金の実態を踏まえ、公共工事設計労務単価が賃金として支払われ

た場合に考えられるレベル別年収を算出。

◎レベル別年収の試算の公表を通じて、技能者の経験に応じた処遇と、若い世代がキャリアパスの見通しを持てる産業を目指す。

◎目標値と標準値の２つの水準の値を設定し、適正な賃金として目標値以上の支払いを推奨するとともに、標準値を下回る支払

い状況の事業者については、請負契約において労務費ダンピングの恐れがないか重点的に確認する。

ブロック別 （ 全 分 野 ）（年収）

＜試算条件＞ • CCUSレベル別年収は、公共事業労務費調査（令和６年１０月調査）の結果をもとに、CCUSの能力評価分野・レベル別に分析して作成

• 労務費調査においてレベル評価されていない標本点も経験年数と資格を基にレベルを推定 （レベル1相当：5年未満、レベル2相当：5年以上10年未満、レベル3相当：10年以上又は一級技能士、レベル4相当：登録基幹技能者）

• 労務費調査の各レベルの標本において、「目標値」の値は平均以上、「標準値」の値は下位15%程度の当該ブロックの年収相当として作成。

本資料に示す金額に法的拘束力はなく、支払いを義務付けるものではない。

レベル1(単位：万円) レベル2(単位：万円) レベル3(単位：万円) レベル4(単位：万円)

( 標準値～目標値 ) ( 標準値～目標値 ) ( 標準値～目標値 ) ( 標準値～目標値 )

全 国 385 ~ 523以上 420 ~ 587以上 444 ~ 645以上 550 ~ 719以上

北 海 道 356 ~ 483以上 388 ~ 543以上 411 ~ 597以上 508 ~ 665以上

東 北 412 ~ 559以上 449 ~ 628以上 475 ~ 690以上 588 ~ 769以上

関 東 412 ~ 559以上 449 ~ 628以上 476 ~ 691以上 588 ~ 769以上

北 陸 391 ~ 532以上 427 ~ 597以上 452 ~ 657以上 559 ~ 732以上

中 部 408 ~ 555以上 446 ~ 623以上 472 ~ 685以上 584 ~ 763以上

近 畿 378 ~ 513以上 413 ~ 577以上 437 ~ 634以上 540 ~ 706以上

中 国 329 ~ 447以上 359 ~ 502以上 380 ~ 552以上 470 ~ 615以上

四 国 351 ~ 477以上 383 ~ 535以上 405 ~ 589以上 501 ~ 656以上

九州・沖縄 365 ~ 496以上 399 ~ 557以上 422 ~ 613以上 522 ~ 683以上

参考①特殊作業員 404 ~ 544以上 443 ~ 612以上 449 ~ 662以上 569 ~ 744以上

参考②普通作業員 342 ~ 462以上 375 ~ 519以上 381 ~ 562以上 483 ~ 631以上

22



建設工事標準請負契約約款におけるコミットメント条項の新設

23

改正内容改正内容

経緯

➢ 「労務費に関する基準」において、その実効性確保策として、契約当事者によるコミットメ
ント制度の活用を通じた労務費・賃金の適正な支払の担保の取組が位置づけられた

➢ 受注者が注文者に対し、適正な賃金や労務費を、雇用する技能者や直接の下請事業者
に支払うこと等を約するとともに、必要に応じて注文者がその支払いに関する書類等の
提出を求めることができる規定を導入【公共・民間（甲・乙）・下請】

➢ 契約当事者の任意で利用できる選択条項として追加。

➢ 労務費の行き渡り確保の観点から、予め下請契約の段階も含めてコミットメント条項の
導入を約する条文（A）を基本としつつ、状況に応じて発注者・元請間、元請・一次間など
個々の契約段階において個別に導入を約する条文（B）についても選択可能とし、できる
ところから活用を推奨

◆労務費に関する基準（抄）

第３章 本基準の実効性を確保するための施策

（３）支払段階において適正な水準の労務費・賃金を確保するための取組

②コミットメント制度を通じた適正な支払いの担保

・労務費・賃金の適正な支払に係る表明や情報開示への合意に関する条項（総称して「コミットメント制度」とする）を
標準請負契約約款に導入するとともに、サプライチェーン全体の個々の取引における活用を推奨することにより、

    契約当事者間において適正な水準の労務費・賃金支払の状況等を確認できる仕組みを構築することが適切である。



コミットメント条項について（ポイント）

（１）コミットメントの趣旨

・個々の取引において適正な労務費が支払われ、末端の事業者まで行き渡ることが重要

・行政による監督指導を補完する仕組みとして、契約当事者間において、労務費や賃金の支払いに
ついて約束し、確認することを可能とするのが「コミットメント条項」である

（２）コミットメントする（約束する）内容について

①適正な賃金を雇用する技能者に支払う

②適正な労務費を下請事業者に支払う

③下請事業者との間で、コミットメント条項を含む下請契約を締結する ※（A）導入の場合

④①～③について、注文者の求めに対して、関係書類（※）を提出する（情報開示する）
※①については誓約書、②及び③については契約書の写しで可

（３）コミットメント条項の導入について

・全ての標準約款（公共・民間（甲・乙）・下請）に、「選択条項」として追加（契約当事者の任意で導入）

・コミットメント条項を導入する場合、以下の（A）（Ｂ）のパターンから選択

（A）①②に加え、③を約する（下請契約においてもコミットメント条項の導入を約する）

（B)①②のみを約する （下請契約においては個別に導入を判断する）

・労務費の行き渡り確保の観点からは（Ａ）を基本としつつ、（Ｂ）も選択可能とすることで、

導入可能なところからの活用を推奨
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発注者・元請間の契約における条項（A）（B）の選択制について

25

発注者 元請

一次下請

コミットメント条項（A）
を含む契約

③

～

を
含
む

契
約
の
締
結

①適正な
賃金支払

適
正
な
労
務
費

支
払

技能者

技能者

二次下請

②’

①’適正な
賃金支払

発注者 元請

一次下請

コミットメント条項（B）
を含む契約 ①適正な

賃金支払

②適正な
労務費支払

技能者

【契約関係】
・発注者・元請間の契約
・元請・一次下請間の契約
・一次下請・二次下請間の
契約
※元下契約以降は別途下
請約款に基づく契約の
締結が必要

④ ①～③について
の情報開示 ④’ ①’～③’について

の情報開示

③ ①・②について
の情報開示

（A）一次下請以降の段階までコミットメント条項の導入を約する
●元請が発注者に対して約束
①元請による技能者への適正な賃金支払
②元請から一次下請に対する適正な労務費支払
③元下間での以下①’～④’を含む契約の締結

④ ①～③についての情報開示

（B）契約当事者間に限定しコミットメント条項を導入
●元請が発注者に対して約束
①元請による技能者への適正な賃金支払
②元請から一次下請に対する適正な労務費支払

③ ①及び②についての情報開示

①’

③’

【契約関係】
・発注者・元請間の契約
・元請・一次下請間以降の下
請契約
※元請・一次下請間以降の
下請契約についてもコミット
メント条項を含む契約を締結
することが望ましい。

二次下請

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

条
項
を
含
む
契
約

の
締
結

③’

③
に
基
づ
き
締
結

さ
れ
る
元
下
契
約

に
基
づ
き
締
結

さ
れ
る
一
次
・二

次
下
請
間
契
約

③’

②
適
正
な
労
務
費

支
払

①’ 一次下請による技能者への適正な賃金支払
②’ 一次下請から二次下請に対する適正な労務費支払
③’ 一次・二次下請間でのコミットメント条項を含む契約締結
④’ ①’～③’についての情報開示
※元請は①’~④’の行動を約する者を一次下請とすることに
ついて発注者に対して約束

25



コミットメント制度に係る改正後条文：公共約款（条文（A）（B））

26

（適正な労務費の確保等）
第三条の二（A） 発注者及び受注者は、請負代金内訳書に明示される労務費が、
労務費に関する基準（建設業法（昭和二十四年法律第百号）第三十四条第二
項に基づき中央建設業審議会が勧告する基準をいう。以下同じ。）を踏まえた
適正な労務費であることを確認する。

２ 発注者は、前項の請負代金内訳書に明示された労務費を含む請負代金額を
受注者に支払わなければならない。

３ 受注者は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 適正な賃金をその雇用する技能者に支払うものとすること。
二 労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を直接下請契約を締結する
者（次号において「下請負人」という。）に支払うものとすること。

三 下請負人との間で、次に掲げる事項を約する契約を締結すること。
イ 下請負人が適正な賃金をその雇用する技能者に支払うこと。
ロ 下請負人が労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を当該下請
負人が直接下請契約を締結する者（ハにおいて「再下請負人」という。）
に支払うこと。

ハ 下請負人が、再下請負人との間で、建設工事標準下請契約約款第二
条の二に定める事項を含む契約を締結すること。

ニ 受注者からの求めに応じて、イ及びロの支払並びにハの契約を締結し
たことに関する書面を提出すること。

４ 発注者は、受注者に対して、適正な労務費の確保等のためその他必要がある
と認められるときは、理由を付して、相当の期間を定めて、次に掲げる書面の
提出を求めることができる。
一 前項第一号の支払に関する書面
二 前項第二号の支払に関する書面
三 前項第三号の契約を締結したことに関する書面

［注］第一号の書面としては、賃金を支払った旨の誓約書、第二号及び第三号の
書面としては、受注者と下請負人との間の下請契約の契約書の写しの該当部
分などが該当する。

５ 受注者は、前項の規定による請求があったときは、前項各号に掲げる書面を
提出するものとする。

（適正な労務費の確保等）
第三条の二（B） 発注者及び受注者は、請負代金内訳書に明示される労務費が、
労務費に関する基準（建設業法（昭和二十四年法律第百号）第三十四条第二
項に基づき中央建設業審議会が勧告する基準をいう。以下同じ。）を踏まえた
適正な労務費であることを確認する。

２ 発注者は、前項の請負代金内訳書に明示された労務費を含む請負代金額を
受注者に支払わなければならない。

３ 受注者は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 適正な賃金をその雇用する技能者に支払うものとすること。
二 労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を直接下請契約を締結する者
に支払うものとすること。

４ 発注者は、受注者に対して、適正な労務費の確保等のためその他必要がある
と認められるときは、理由を付して、相当の期間を定めて、次に掲げる書面の
提出を求めることができる。
一 前項第一号の支払に関する書面
二 前項第二号の支払に関する書面

［注］第一号の書面としては、賃金を支払った旨の誓約書、第二号の書面としては、
受注者と下請負人との間の下請契約の契約書の写しの該当部分などが該当
する 。

５ 受注者は、前項の規定による請求があったときは、前項各号に掲げる書面を
提出するものとする。

［注］第三条の二は（A）又は（B）を使用し、使用しない場合は削除する。



５． 公共工事における上乗せの取組
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・労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けのガイドライン



⚫ 建設業の担い手を確保するためには、現場で働く技能労働者の処遇改善が不可欠であり、適正な労務
費の確保・行き渡りを図るべく、令和６年６月に第三次・担い手３法が改正された。

⚫ 公共工事においては、令和7年12月12日に完全施行される。入契法第12条及び第13条の規定によ
り、公共工事の入札時に応札者は、労務費等が明示された入札金額の内訳を提出し、公共発注者は提
出された書類内容の確認等必要な措置を講じなければならない。

⚫ 公共発注者は入札金額の内訳の記載内容を確認することになるが、労務費等の適正性を調査する方
法の１つが「労務費ダンピング調査」である。

⚫ 「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けのガイドライン」は、「労務費ダンピング調査」の
対象となる内容の概説や、使用する入札金額の内訳の事例及び具体的な実施方法について留意点を
まとめた内容である。

労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けのガイドライン 概要

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律
（入札金額の内訳の提出） ※改正部分（赤下線）
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳（材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確
保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。）を記載した書類を提出しなけ
ればならない。
（各省各庁の長等の責務） ※改正無し
第十三条 各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するた
め、前条の規定により提出された書類の内容の確認その他の必要な措置を講じなければならない。
２ 各省各庁の長等は、公共工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国
土交通省令で定める事象が発生した場合において、公共工事の受注者が請負契約の内容の変更について協議を申し出たときは、誠実に当該協議に応じなけ
ればならない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則（令和六年国土交通省省令第百五号）
（適正な施工を確保するために不可欠な経費） 規定（赤下線）
第一条 一 法定福利費（建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。）

二 安全衛生経費（平成二八年法律第百十一号）第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。）
三 建設業退職金共済契約（中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建
設業に係るものをいう。）に係る掛金
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公共工事における入札金額の内訳の提出

⚫ 現行、公共工事の入札時に応札者は入札金額の内訳の提出が義務付けられている。

⚫ 入札金額の内訳の取扱いや実施方法について、今回の法改正の完全施行により、内訳には、材料費、
労務費及び適正な施工に不可欠な経費（※）を記載する内容に変更される。（入契法第１２条）
※材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費を明示

⚫ 内訳書の様式（例）については、令和7年11月18日に通知を地方公共団体等宛に送付

※土木工事、建築工事、小規模工事
（土木・建築）の様式例をガイドライン
に掲載

【現行の入札金額の内訳の例】 【新たな入札金額の内訳のイメージ例】



公共工事の発注における入札金額の内訳について（公共発注者あて通知）

⚫ 入札金額の内訳について、運用上の留意点を各公共発注者に通知（令和7年11月18日付け）。

⚫ 土木工事・建築工事の様式例を添付。

1. 内訳書には、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者
による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省
令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の
内訳を記載しなければならないため、これらを反映した様式を事業者
等に示すなど、発注者は適切な対応を行うことが求められること。

2. 様式の見直しに時間を要するなどの場合においては、改正法により
新たに明示することとなった費用について、既存様式の欄外での明
示又は別様式による提出でも差し支えないこと。

3. 改正法により新たに明示することとなった費用の提出・確認について
は、令和7年12月12日から施行されるが、施行の際現に入札に付さ

れている公共工事については、柔軟な対応を行うことは差し支えない
こと。

※通知から引用（一部補足）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則
（適正な施工を確保するために不可欠な経費）
第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下「法」という。）第十二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。
一法定福利費（建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。）
二安全衛生経費（建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成二十八年法律第百十一号）第十条に規定する建設工事従事者の安
全及び健康の確保に関する経費をいう。）
三建設業退職金共済契約（中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に
係るものをいう。）に係る掛金
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直轄工事における工事費内訳書への労務費等の記載について

○ 令和7年12月12日以降に入札手続を開始する工事から、工事費内訳書には入札金額の内訳として、材料費、労務費、法
定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費の記載をお願いしているところです。

○ これは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年法律第127号）（以下、「入契法」といいま
す。）第12条の趣旨を踏まえたものですので、入札参加者さまにおかれましては、この内容について、適切に計上し記載を
お願いいたします。

○ ただし、当面の間、材料費、労務費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費について、次の①②の場合は、
以下の通り記載ください。※法定福利費は従前より見積の明示を求めていることから、以下取扱いの対象外となります。
① すべてを計上できない場合、「算出不能」、「計上不可」等、その旨がわかるように記載してください。
② 一部のみ計上できない場合、計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」等、その旨がわかるように記載してください。

○ 上記の取扱いが認められるのは、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合に限
ります。

（工事費内訳書（土木工事）への記載イメージ）

繰り返しになりますが、これは入契法第12条の趣旨を踏まえたものですので、ご理解いただき、
何卒ご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。

（直接工事費のうち、材料費 ＊＊＊＊（一部のみ計上）円）
（直接工事費のうち、労務費 算出不能 円）
（現場管理費のうち、法定福利費 ＊＊＊＊円）
（現場管理費のうち、建設業退職金共済契約に係る掛金 ＊＊＊＊円）
（工事原価のうち、 安全衛生経費 ＊＊＊＊円）

○ 「未記入」「事項無し」は原則として無効の入
札として取り扱います。

○ すべてを計上できない場合、「算出不能」、
「計上不可」等その旨がわかるように、
また、一部のみ計上できない場合はその旨
記載し、計上可能な分のみ記載ください。

★記載が抜けている場合、又は様式間違い等により事項の欄がない場合は原則として無効の入札として取り扱います。
ただし、令和８年３月31日までに入札手続を開始する工事に限り、材料費、労務費、法定福利費、建設業退職金共済契約に
係る掛金、安全衛生経費について、記載がない場合、暫定的に無効としないこととします。
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労務費ダンピング調査の実施

労務費ダンピング調査の一例
（低入札価格調査制度の場合）

※最低制限価格制度も同様フローあり

※なお、施工体制確認型総合評価落札方式を導入している
場合は、同方式に位置付けられているヒアリング等で労務
費を確認していることから、施工体制の確認をもって労務
費ダンピング調査を実施したものとみなす。

⚫ 入札金額の内訳に記載されている直接工事費が「一定水準」以上か、確認を行い「一定水準」を下回
る場合には対面又は書面等にてその理由の確認を行う。

⚫ 「一定水準」は、直接工事費（官積算額）に係数（※）を乗じて設定する。（※ 係数は中央公契連モデル
で使用されている９７％を基本とする。）

○低入等で原則適用額が高いことにより同制度の対象
工事数が少ない団体など、ダンピング対策の実施が
十分でない団体もある。

○各公共発注者は、低入等を行う対象工事の拡大（原則
適用額の引き下げ）等、適切に取り組みを求めるが、
実務上直ちに対象工事の拡大が困難とも想定される。

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度に該当しない場合

よって、少なくとも実施すべき労務費（直接工事費）部分
の確認方法として、低入及び最低制限に該当しない場合
は、予定価格以下、かつ最低の価格で申し込みをした者が
落札候補者となるため、この落札候補者を対象として、
「労務費ダンピング調査」を実施する。



⚫ 「労務費ダンピング調査」で「一定水準」を下回った場合、発注者から落札候補者に対して、「一定水準」
を下回った理由の確認を行う。（理由書の例、参照）

⚫ 合理的な回答が得られなかった場合の対応として、発注者から「合理的な理由なく労務費を削減しては
ならない」等の注意喚起・警告を原則として書面等で行ったうえで、建設Ｇメンへ通報する。

【理由書（例）】 【合理的な回答が得られなかった場合の対応】
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労務費ダンピング調査の実施



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

御静聴ありがとうございました。
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参考資料
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歩掛とは

• 歩掛は単位量当たりの作業を行う際に必要な労力

• 単位量の作業を行う場合には、単価表に記載されている労力が必要になる

工事名 鯰土竜川改良工事 （当初） 工種区分 河川工事

単価表〇-〇 築堤盛土（幅4.0m以上、施工数量10,000m3未満、障害無し） １m3 当たり 単価表

種別 細別 規格 単位 数量 数量 数量

労務費 運転手（特殊） 人 0.0054 ２人 38人

普通作業員 7t級ブルドーザ（賃料） 人 0.0027 １人 19人

材料費 軽油 L 0.5730 212 L 4,028 L

機械費 ブルドーザ 湿地 7t級 日 0.0027 １日 19日

振動ローラ 土工用 質量11~12t 日 0.0027 １日 19日

諸雑費 まるめ 式 １

築堤盛土（幅4.0m以上、施工数量10,000m3未満、障害無し）の日当たり施工量 m3/日 370

100m

20m

5m

8m

盛土数量：7000m3

例えば、ある作業・・・築堤盛土 とある施工班・・・
〇ブルドーザ（湿地、７t級） １台
〇振動ローラ（土工用、11~12t） １台
〇運転手（特殊） ２人
〇普通作業員 １人

で一班を編成して施工する

単位量・・・１ｍ３当たり

1m

1m

1m

必要な

労力を
考えると

×370（1日当たり
施工できる数量）
すると・・・

この作業を1日
行う際に必要な
労力が分かる

×7,000

（施工数量）
すると・・・

この工事で必要
なトータルの
労力が分かる

ここが
歩掛

運転手 運転手 作業員
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令和６年

令和７年

【中建審】労務費の基準に関するワーキンググループの設置について

○ 第三次・担い手３法により、中央建設業審議会において、新たに「労務費に関する基準」を作成・勧告することとされたことを踏まえ、
本基準の作成及び実効性確保のための具体的な検討を行うため、同審議会にワーキンググループを設けて議論してきたところ。

開催状況主な論点

委 員
（学識者等）

榎並 友理子（日本アイ・ビー・エム(株)執行役員テクノロジー事業本部製統括本部長）

惠羅 さとみ（法政大学社会学部准教授）

大森 有理（弁護士）

小澤 一雅（政策研究大学院大学教授）

楠 茂樹（筑波大学人文社会系教授）

佐藤 あいさ（パシフィックコンサルタンツ(株)事務管理センター副センター長）

西野 佐弥香（京都大学大学院工学研究科准教授）

長谷部 康幸（全国建設労働組合総連合賃金対策部長）

堀田 昌英（東京大学大学院工学系研究科教授）

前田 伸子（(公社)日本建築積算協会専務理事）

（受注者側）

青木 富三雄（(一社)住宅生産団体連合会環境部長 兼 建設安全部長）

荒木 雷太（(一社)岡山県建設業協会会長・ (一社)全国建設業協会元副会長）

岩田 正吾（(一社)建設産業専門団体連合会会長）

白石 一尚（(一社)日本建設業連合会人材確保・育成部会長）

土志田 領司（(一社)全国中小建設業協会理事(前会長)）

（発注者側）

佐々木 隆一（三菱地所(株)企画調査部長・(一社)不動産協会企画委員会委員長）

丸山 優子（(株)山下ＰＭＣ代表取締役社長）

三宅 雅崇（東京都財務局技術管理担当部長）

渡辺 直（松戸市建設部長）

渡邊 美樹（(独)都市再生機構本社監査室長）

○ 「労務費に関する基準」の作成について

・ 適正な労務費の水準

・ 職種分野別の「基準値」の定め方

・ 基準値の決定・公表と改定の手続き

○ 「労務費に関する基準」の実効性確保策について

・ 契約段階における労務費確保に向けた取組

・ 労務費・賃金の支払段階における取組

・ 公共工事における上乗せの取組

※50音順・敬称略・
令和７年10月27日現在

座長

９月10日

11月６日

12月26日

２月26日

３月５日

３月26日

第１回WG開催【済】

第２回WG開催【済】

第３回WG開催【済】

第４回WG開催【済】

第５回WG開催【済】

第６回WG開催【済】
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令和７年５月８日

６月３日

８月６日

９月18日

10月27日

第７回WG開催【済】

第８回WG開催【済】

第９回WG開催【済】

第10回WG開催【済】

第11回WG開催【済】



発注者側、受注者側、学識者等

（座長：小澤一雅 政策研究大学院大学教授）

「労務費に関する基準」の検討経過

中央建設業審議会 労務費の基準に関するワーキンググループ

構成

○ 労務費に関する基準の「実効性確保」

○ 労務費に関する基準の「作成」
○ 労務費に関する基準の「示し方」

主な論点

○ 令和６年９月から令和７年１０月まで計１１回にわたり開催

○ 今後も随時開催予定

スケジュール

詳細はこちら
↓
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・建設業は、他産業より賃金が低く、就労時間も長いため、担い手の確保が困難。

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和5年）

（ 参 考 １ ） 建 設 業 の 賃 金 と 労 働 時 間

建 設 業 ※ 4 3 2 万 円 / 年 2 , 0 1 8 時 間 / 年
全 産 業 5 0 8 万 円 / 年 1 , 9 5 6 時 間 / 年

（ 参 考 ２ ） 建 設 業 就 業 者 数 と 全 産 業 に 占 め る 割 合 (  ) 内

[ H 9 ] 6 8 5 万 人 （ 1 0 . 4 ％ ） ⇒  [ R 5 ]  4 8 3 万 人 （ 7 . 2 ％ ）

背景・必要性

出典：総務省「労働力調査」を基に国土交通省算出

処遇改善
労務費への
しわ寄せ防止

働き方改革
・

生産性向上

労働時間の適正化
現場管理の効率化

担い手の確保

持続可能な建設業へ

資材高騰分の転嫁

賃金の引上げ

・建設業が「地域の守り手」等の役割を果たしていけるよう、時間外労働規制等にも対応しつつ、
処遇改善、働き方改革、生産性向上に取り組む必要。

（ ＋ 3 . 1 % ）（ ▲ 1 5 . 0 % ）

※賃金は「生産労働者」の値
出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」（令和５年度）

概要

○労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化
国は、取組状況を調査･公表、中央建設業審議会へ報告

○「労務費に関する基準」の勧告
・中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成･勧告

○適正な労務費等の確保と行き渡り
・著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼を禁止

国土交通大臣等は、違反発注者に勧告･公表 （違反建設業者には、現行規定により指導監督）

○原価割れ契約の禁止を受注者にも導入

○契約前のルール
・資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象（リスク）の情報は、受注者から注文者に提供するよう義務化
・資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化

○契約後のルール
・資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は、誠実に協議に応じる努力義務※
※公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務

２．資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

○長時間労働の抑制
・工期ダンピング対策を強化（著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止）

○ICTを活用した生産性の向上
・現場技術者に係る専任義務を合理化（例．遠隔通信の活用）
・国が現場管理の「指針」を作成（例．元下間でデータ共有）

特定建設業者※や公共工事受注者に効率的な現場管理を努力義務化 ※ 多くの下請業者を使う建設業者

・公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化（ICTの活用で施工体制を確認できれば提出を省略可）

技術者が、カメラ映像を確認し、現場へ指示

令和６年法律第４９号
令和６年６月14日公布

黄色部分：令和７年12月12日施行
それ以外：令和６年施行済

１．労働者の処遇改善

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の
一部を改正する法律（概要）

令和６年施行により中建審に作成権限が付与
→令和７年12月２日に作成され、実施が勧告
された

３．働き方改革と生産性向上
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「著しく低い労務費等」｢不当に低い請負代金｣「著しく短い工期」による契約締結禁止

注文者

◆「材料費等記載見積書」を作成するよう努力義務

工事種別ごとの労務費・材料費、「工事従事者による
適正な施工確保に不可欠な経費（省令で規定）」を記
載した見積書

◆「材料費等記載見積書」の材料費等について、通常
必要と認められる額を著しく下回るような見積りを禁
止＜R6改正＞

受注者

◆受注者から交付された「材料費等記載見積書」
の内容を考慮するよう努力義務＜R6改正＞

＜「著しく低い労務費等」による見積り提出・見積り変更依頼を行った場合・・・＞
－ 建設業者に対しては国土交通大臣等から指導・監督処分
－ 発注者に対しては国土交通大臣等から勧告・公表

＜「原価に満たない金額」による契約を締結した場合・・・＞
－ 受注者である建設業者に対しては国土交通大臣等から指導・監督処分／注文者である建設業者に対しては公取委から措置

－ 公共発注者に対しては国土交通大臣等から勧告

＜「著しく短い工期」による契約を締結した場合・・・＞
－ 建設業者に対しては国土交通大臣等から指導・監督処分
－ 発注者に対しては国土交通大臣等から勧告・公表

◆「材料費等記載見積書」の材料費等について、
通常必要と認められる額を著しく下回るような
見積り変更依頼を禁止＜R6改正＞

◆取引上の地位を不当利用して、
通常必要と認められる原価に満たない金額を
請負代金の額とする請負契約の締結を禁止

◆正当な理由（省令で規定）がなく、通常必要と認めら
れる原価に満たない金額を請負代金の額とする請
負契約の締結を禁止＜R6改正＞

著しく低い
材料費等は禁止

見積り提出

見積り変更依頼
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◆通常必要と認められる期間に比して著しく短い
期間を工期とする請負契約の締結を禁止

◆通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間
を工期とする請負契約の締結を禁止＜R6改正＞

契約締結

原価割れ・著しく短い
工期が注文者・受注者

ともに禁止に

中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成・勧告＜R6改正＞



｢不当に低い請負代金｣「著しく短い工期」による契約締結禁止

〇これまで注文者に対してのみ、通常必要と認められる原価に満たない金額による
請負契約の締結が禁止されていたところ※ 、建設業者に対しても、省令で規定する
正当な理由がある場合を除き通常必要と認められる原価に満たない金額による請
負契約締結を禁止

※ 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額による請負契約を締結することが禁止されている

受注者による「原価に満たない金額」による契約締結禁止

＜省令で規定する正当な理由＞

・自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができること。

・先端的な技術又は蓄積された知識、技術若しくは技能を活用することにより工事原価の低減が図ら
れていること。

・建設業者がその請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を
請負代金の額とする請負契約を締結することについて、緊急の必要その他やむを得ない事情がある
こと。

〇これまで注文者に対しては、通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とす
る請負契約を締結してはならないこととされていたところ、建設業者に対しても、著しく短い
期間を工期とする請負契約締結を禁止

受注者による「著しく短い工期」による契約締結禁止
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〇建設業法（昭和24年法律第100号）

（不当に低い請負代金の禁止）

第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要
と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

２ 建設業者は、自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができることその他の国土交通省令で定める正当
な理由がある場合を除き、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請
負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

〇建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）

（低額受注の正当な理由）

第十三条の十一 第十九条の三第二項の国土交通省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

一 自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができること。

二 先端的な技術又は蓄積された知識、技術若しくは技能を活用することにより工事原価の低減が図られていること。

三 建設業者がその請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額と
する請負契約を締結することについて、緊急の必要その他やむを得ない事情があること。

（著しく短い工期の禁止）

第十九条の五 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間
を工期とする請負契約を締結してはならない。

２ 建設業者は、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期と
する請負契約を締結してはならない。
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（建設工事の見積り等）
第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費及び当該建設工事に従事
する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの（以下この条において「材料費等」という。）その他当
該建設工事の施工のために必要な経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した建設工事の見積書（以下この条
において「材料費等記載見積書」という。）を作成するよう努めなければならない。
２ 前項の場合において、材料費等記載見積書に記載する材料費等の額は、当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を
著しく下回るものであつてはならない。
３～５ （略）
６ 建設工事の注文者は、第四項の規定により材料費等記載見積書を交付した建設業者（建設工事の注文者が同項の請求をしないで第一項の規定
により作成された材料費等記載見積書の交付を受けた場合における当該交付をした建設業者を含む。次項において同じ。）に対し、その材料費等の
額について当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回ることとなるような変更を求めてはならない。
７ 前項の規定に違反した発注者が、同項の求めに応じて変更された見積書の内容に基づき建設業者と請負契約（当該請負契約に係る建設工事を施
工するために通常必要と認められる費用の額が政令で定める金額以上であるものに限る。）を締結した場合において、当該建設工事の適正な施工
の確保を図るため特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告
をすることができる。
８ （略）

（参考）改正後の条文（労務費の基準関係）

（中央建設業審議会の設置等）
第三十四条 （略）
２ 中央建設業審議会は、第二十七条の二十三第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、建設工事の標準請負契約約款、
建設工事の工期及び労務費に関する基準、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関す
る基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。
３ （略）

「労務費の基準」の勧告

適正な労務費等の確保と行き渡り等

労働者の処遇確保の努力義務

（施工技術の確保に関する建設業者等の責務）
第二十五条の二十七 （略）

２ 建設業者は、その労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保するための
措置を効果的に実施するよう努めなければならない。
３・４ （略）
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（参考） 「労務費に関する基準」の運用方針のポイント①－１

① 基準に関する基本的な考え方・取扱い（方針１～１５）

方針２ 建設業法第19条の３における「通常必要と認められる原価」の労務費と基準の関係について

建設業法第19条の３違反の取引であるかについて、直接工事費の労務費部分については本基準において示される「通常必
要と認められる労務費」も参考として判断されることとなる。

方針４ 「通常必要と認められる労務費（基準値）」と異なる額での見積りの取扱いについて（総論）

本基準が示す「通常必要と認められる労務費（適正な労務費、基準値）」は標準的な施工条件等を前提として設定される
ものであり、個々の現場ごとの施工条件や、個社の能力を踏まえて、労務費を適切に計算する必要がある・・・基準値のない職
種分野についても、個々の現場ごとの施工条件や、個社の能力を踏まえた材料費等記載見積書の作成などにより・・・本基準
の基本的考え方に沿った「適正な労務費」を確保する必要性に変わりはない。
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（参考） 「労務費に関する基準」の運用方針のポイント①－２

45

① 基準に関する基本的な考え方・取扱い（方針１～１５）

方針９ 見積書の保存について

基準に基づく新ルールの下、受注者、注文者による労務費等のダンピングが行われていないかを建設Gメン・許可行政庁が円滑
に確認するため、契約当事者（建設業者）は、契約締結に際して見積書が取り交わされた場合には、当初見積書（契約締
結の前提となる設計図書等が整った後、受注者が注文者に対し初めて作成・提出する見積書をいう。）及び最終見積書
（契約内容の明細を示す見積書をいう。）について、自らが当事者となった建設工事の請負契約書又はその写しと同様に、
当該建設工事の目的物の引渡しから10年間保存

方針10 精算を行うことに係る考え方について

基準に基づく新たなルールの下においても、建設工事の請負契約としての性質は変わらない。従って、受注者において、契約時
に見込んだ労務費と実際の完工までに要した労務費に差分が生じた場合であっても、これに伴う損益は受注側に帰属するもの
であり、基本的にその差分の精算が想定されるものではない。一方で、契約後に注文者都合により、 設計図書の変更・詳細
化が行われるなど見積条件が変更になった場合や、施工対象物の増減等の注文者都合による 契約の前提となる事実の内容
変更 が生じた場合には、当事者の協議により、契約変更及び請負代金額の変更が行われるべきものである。また、契約当事
者双方の責めに帰さない労務費の変動等の事情が生じた場合には、契約当事者間での変更協議がなされることが期待される。

方針15 技能者を一人親方化することについて

今般の建設業法改正によって設けられた雇用する技能者への適正な賃金支払い等の建設業者に対する努力義務や、建設
業者に対する各種規制の適用の回避を目的とした「一人親方化」、受注単位の細分化等による「許可不要事業者化」につい
ても、新たな商慣行の定着を阻害するものである。 一人親方との契約形式が請負契約であっても、当該一人親方の働き方の
実態が労働者にあてはまる場合、偽装請負として職業安定法等の労働関係法令に抵触するおそれがあることから、・・・当該一
人親方への注文者は、適切に雇用契約を締結し、労働関係法令等の各種法令を遵守することが必要である。



（参考） 「労務費に関する基準」の運用方針のポイント②
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② 受注者の対応（方針１６～２４）

方針16 受注者が、下請負先からあらかじめ見積りを取らずに、注文者に対して見積書を提出する場合の取扱いについて

受注者が、注文者との契約締結段階において、下請負先からあらかじめ見積りを取らずに注文者に見積書を提出する場合、
工事受注後（労務費分も含めて請負金額確定後）に、事前に見積りをとっていなかった下請負先から、注文者側が想定して
いたよりも多額の労務費を請求されたとしても、受注者は自らが負担して適正金額を下請負先に支払うことを原則とする。

方針17 受注者側から、いわゆる「お得意様価格」や、閑散期における値引き等により安価に見積ることの取扱いについて

受注者が、特定の発注者との関係構築や、閑散期における受注等を目的として、総価として通常より安価な契約をすること自
体は否定されないが、このような値引きの原資は受注者の利潤相当額の範囲から充てられる必要があり、下請先に対しては、あ
くまで材料費、労務費等について適正に支払うことが必要である。

方針22 労務費等を内訳明示した見積書の作成慣行がない中小事業者がとるべき行動について

自社の技能者に支払うべき賃金の総額や、その確保に係る労務費を事業主が把握することは、技能者の処遇の改善に当たっ
て重要であり、これまで材料費等記載見積書の作成習慣のなかった事業者においても、国土交通省が示す見積書の様式例、
業界団体等が提供する標準見積書等の見積書作成支援ツールを活用すること等により、労務費、必要経費を適切に盛り込
んだ見積書を作成する能力を高めることが求められる。なお、注文者が提示する発注書等による受注を行う場合であっても同様
に、自社として必要となる労務費を把握し、必要額が確保されるよう注文者と交渉することが重要である。



（参考） 「労務費に関する基準」の運用方針のポイント③－１

③ 注文者の対応（方針２５～３５）

方針26 適正な見積期間の確保について

注文者は、建設業者が見積りをするために必要な政令で定める最低限の見積期間を確保する必要がある。今回の改正において、見積
りの重要性が高まるところであり、注文者においては、この最低限の期間に関わらず、受注予定者に対し、あらかじめ、契約の内容となるべ
き重要な事項を提示し、適正な見積期間を設け、見積落し等の問題が生じないよう検討する期間を確保し、受注予定者が請負代金
の額の計算その他請負契約の締結に関する判断を行うことが可能となるよう配慮することが求められる。

方針27 注文者から受注者に対し、労務単価・歩掛を明示した見積書を提出することを求めることについて

注文者として、材料費等記載見積書の交付を請求する際に、労務費について労務単価・歩掛を明示することを求めることは差し支えなく、
また、請負契約において適正な労務費を図る観点から推奨される。

方針28 注文者側から様式を指定して見積りを求める場合について

受注者側が労務費、必要経費を内訳明示した見積書の提出を妨げる様式を使用することや、受注者が指定様式と別様にて提出した
労務費等を内訳明示した見積書を無視し、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必
要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結することを強要することは禁止される

方針29 注文者側が、請負金額（労務費額）を提示して受注者を募集することについて

受発注者間の契約締結段階において、受注者が見積書を提出するのでなく、注文者が受注者に発注書（注文書）を送付する等の
形式により、注文者が請負代金額（労務費額）を指定して、その提示額で請け負う者のみと契約する場合、自己の取引上の地位を
不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約
を締結することを強要することは禁止されていることに特に留意が必要である。また、建設業者である注文者が請負金額を指定して受注
者を募集する場合には、改正法第20条第２項の趣旨を踏まえ、注文者は、前提となる工期や施工条件を明示するとともに、労務費額
を指定する際には、根拠となる労務単価及び歩掛を明示することが求められる。
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（参考） 「労務費に関する基準」の運用方針のポイント③－２

③ 注文者の対応（方針２５～３５）

方針30 注文者が基準を下回る水準の労務費での見積書を受け取った場合取るべきアクションについて

注文者が基準を下回る水準の労務費での見積書を受け取った場合、受注者の行為は法違反の見積り又は法違反のダンピン
グ受注に該当する恐れがあることを踏まえ、注文者又はそのような見積り・契約を把握した者は、まず受注者に意図を確認した
上で、不適正であると考えられる場合には「駆け込みホットライン」等に通報することなどが期待される。（注文者に具体的な作
為義務が生じるものではない）

方針32 注文者が見積りを提出した者と契約しないことについて

注文者側において、受注者側が提出した見積書が予算に合わないと判断した場合に、見積書を提出した者と契約しないことは
差し支えない。ただし、注文者が他の者と契約しようとするときに、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設
工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結することは禁止されて
いることに留意が必要である。

方針33 注文者側が相見積りを取る場合の選定について

注文者側が複数の相見積りを取る場合、特に賃金をはじめとする労働者の適切な処遇に必要な費用を原資とした価格競争
が行われることのないよう、留意する必要がある。注文者においては、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に基づ
く自主宣言を行った者の優先選定を行うこと、総価としてより安価な額の見積書を提出した者を選定する場合においても、労務
費等が適正に見積もられているかを確認し、労務費等の額が通常必要と認められる額を著しく下回る場合には選定しないこと
等が期待される。
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（参考） 「労務費に関する基準」の運用方針のポイント④－１
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④発注者-元請（総合工事業者）間の見積り・契約における対応（方針３６～５６）

方針39 民間（個人）発注者として、どのように建設工事の予算を決めるべきか

個人発注者を含む建設工事の注文者においては、発注する工事の内容及び注文者としての予算と、それに対して建設業者が提出した
材料費等記載見積書の内容との間に齟齬が生じた場合には、当該材料費等記載見積書の内容を尊重して事業内容及び予算を決
定していく必要がある。注文者において複数の相見積りを取る場合において、材料費等記載見積書の請求を行うなどしつつ（法第20条
第４項）、特に労務費を原資とした不適切な価格競争が行われないよう、サプライチェーン全体で商習慣の定着を図っていくことが必要
である。その上で、注文者側において、受注者側が提出した見積書が予算に合わないと判断した場合には、契約しないこと自体は差し支
えない。

方針44
発注者として独自に賃金調査を行った上で、労務費について公共工事設計労務単価より低い水準で予定価格を
積算して発注した場合、建設業法違反になるのか

発注者が予定価格（予算）を作成する場合において、労務費の積算に際し、独自に行った賃金調査を元にする等の独自の方式を採
用することは、直ちに建設業法違反となる訳ではないが、労務費の積算については本基準を踏まえた適正な労務費が請負契約において
確保されるような方法で行うことが望ましい。また、この際、受注しようとする建設業者から設計労務単価水準の材料費等記載見積書が
提出されたにもかかわらず、発注者の予算の水準に合わせるよう、当該建設業者に対して見積変更依頼をした場合には、建設業法違
反となる可能性がある。更に、総価での原価割れ契約に該当することとなる場合についても同様である。

方針47
発注者との契約段階において一次下請が材料費等記載見積書を作成しない、又は二次以下の下請から見積りを
徴収せずに材料費等記載見積書を提出してきた場合、元請としてどのように対応する必要があるのか

今回の改正法の趣旨を踏まえ、技能者を雇用している下請業者や、一人親方が適正な賃金原資（労務費）を確保し、建設技能者
の賃上げに繋げていくためには、これらの下請業者等から必要な労務費等を内訳明示した見積書が提出されることが望ましい。発注者と
の契約段階において一次下請が材料費等記載見積書を作成しない、又は二次以下の下請から見積りを徴収せずに材料費等記載見
積書を提出してきた場合でも、元請としては、一次下請に対して労務費等の内訳明示した材料費等記載見積書の提出を求めることや、
当該下請負人が二次以下の下請に再下請負契約をする際に、労務費等の内訳明示を求めることを働きかけることが期待される。



（参考） 「労務費に関する基準」の運用方針のポイント④－２
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④発注者-元請（総合工事業者）間の見積り・契約における対応（方針３６～５６）

方針51 元請（総合工事業者）が発注者に提出する見積書についても、労務費の内訳明示をしなければならないのか。その
場合、労務費は請負契約全体に係る部分のみ示せば良いか、各工程・工種に分けて明示しなければならないのか

総合工事業者が発注者に提出する見積書についても労務費等の必要経費を内訳明示に努める必要がある。この場合において、
請負代金総価の内訳としての労務費が内訳明示されていれば足りるが、発注者との価格交渉において、必要な労務費を確保す
る観点から、各工種・工程ごとに内訳明示をすることも差し支えない

方針53 特に注文住宅等の個人発注者に対して、労務費や労務単価・歩掛の内訳明示をする必要があるのか

改正法に基づく労務費、必要経費の内訳明示は、受注側から適正な労務費等を確保できるようにすることが目的である。この点、
受発注者間での価格交渉において、労務費等を内訳明示して確保する必要がある場合には、個人発注者相手であっても労務
費等を内訳明示することが望ましい。また、例えば歩掛情報が受注者として秘匿性の高い情報である場合等、歩掛の明示が困
難な場合においては、適正な水準の労務費総額を建設業法第20条に基づく労務費の内訳明示として見積りで明記するという
手法が考えられるが、この場合においても、元請は許可行政庁に対して当該労務費が適正な水準であることを説明できることが
必要であり、根拠なく効率の良い歩掛を用いることで「著しく低い労務費での見積り」を行った場合は建設業法違反となるおそれが
ある。



建設技能者を大切にする企業の自主宣言への参加方法について

宣言企業は、シンボルマークを使用可能とし、企業一覧をＨＰで公表。また、宣言企業に対して、経営事項審査における加点等のインセンティブを
講じることを検討を行っている。これらを通じて
・建設技能者を大切にし、処遇改善に積極的に取り組もうとする事業者として評価され、就業者に選ばれる。
・事業活動に必要な就業者を安定的に確保
・発注者からエンドユーザーに至るまでサプライチェーンの中で適切に評価される。

参加することの効果

※自主宣言への詳しい参加方法等については、ポータルサイトをご参照ください。
〇申請ポータルサイト： https://jishusengen.mlit.go.jp

令和7年12月12日（金）より申請受け受け開始

自主宣言への参加の流れ

自主宣言は以下の立場で行うことができます。
①元請事業者、②下請事業者、③発注者どの立場で宣言を行うか選択してください。

０１ 自主宣言の立場の選択

宣言する立場により必須項目内容が異なりますので、立場に応じた検討をお願いいたします。０２ 必須項目の検討

元請事業者 下請事業者 発注者

労務費確保・賃金支払い等のための取組
・技能者の適切な処遇を確保するための取組を行うこと 等

労務費確保・賃金支払い等のための取組
・技能者の適切な処遇を確保するための取組を行うこと 等

労務費確保・賃金支払い等のための取組
・元請事業者から提出される労務費、材料費等の内訳が明
示された見積書の内容を考慮・尊重すること

CCUS の活用
・全ての現場において、CCUS を利用する全ての技能者が就

業履歴を蓄積するよう、必要な環境整備や履歴蓄積の促進
に取り組むこと。 等

CCUS の活用
・雇用する全ての技能者について、詳細型の技能者登録を行
うこと

宣言企業との取引優先
・取引先の選定に当たり、宣言を行っていることを考慮するこ
と。

宣言企業との取引優先
・取引先の選定に当たり、宣言を行っていることを考慮するこ
と。

宣言企業との取引優先
・取引先の選定に当たり、宣言を行っていることを考慮するこ
と。

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の必須項目（一部抜粋）
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https://jishusengen.mlit.go.jp/


A１．いずれか１つの立場で宣言することとなり、重
複することはできません。

A２．1か月程度を見込んでいます。

A３．申請時点で実行まで至っている必要はありませ
ん。 ただし、1年以内に取組を開始している必
要があり、宣言内に取組開始日として記載いた
だきます。

A５．自主宣言のHP（国土交通省HP）に宣言文とと
もに掲載されます。

A６． 申請日の翌月を起算日として2年経過後の最
初の12月末までとなります。

A４．建設技能者への取組を国土交通省HPで公表
します。また、シンボルマークを使用することに
取組をアピール可能です。
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（参考） 「労務費に関する基準」の運用方針（コミットメント関係①）

方針57 コミットメント制度の創設趣旨について

○ 本基準の実効性確保策として、受注者による下請負先に対する適正な労務費の支払及び技能者に対する適正な賃金の支払を確保するため、労務費・
賃金の適正な支払に係る表明や情報開示への合意に関する条項（以下総称して「コミットメント」という。）を建設工事標準請負契約約款に導入することに
より、個々の取引について契約当事者間において適正な水準の労務費・賃金支払の状況等を確認できる仕組みとして設けたものである。

方針58 コミットメント制度のメリットについて

○ コミットメント制度の活用により、以下のメリットが生じるものと考えられる。

① 注文者は、関係者への説明責任やコンプライアンスの観点から、自社が支払った労務費が原資となって、受注者が下請事業者や技能者に対して適正な
労務費・賃金を支払っていることについて確認することが可能となる。

② 受注者は、自社が下請企業や雇用する技能者に対して適正な労務費・賃金を支払っている企業であることについて、他の発注者や専門工事企業に対し
てＰＲすることができる。
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コミットメント制度の活用に関するガイドラインとして、「「労務費に関する基準」の運用方針」（令
和７年１２月10日国土交通省公表）において条項の解説や運用上の留意点が記載されている
ので、これも参照の上、活用を検討されたい。

※「労務費に関する基準」の運用方針はこちらから ⇒
QRコード
貼り付け



（参考） 「労務費に関する基準」の運用方針（コミットメント関係②）

方針59 ＜別紙04第１項＞「適正な労務費」とはなにか。「適正な労務費」であることについて、契約当事者はどのように確認するのか。

○ 本基準において、適正な水準の労務費とは、「適切な職種の公共工事設計労務単価（円/人日（８時間））」に「施工条件・作業内容等に照らして適正な歩掛
（人日/単位施工量）」を乗じて算出される「単位施工量当たりの労務費」に、「必要な数量（施工量）」を乗じて得られる値に相当する額とされている 。

○ 契約に至る前のプロセスにおいて、建設業法第20条及び本基準に定めるところに基づき、建設業者は適正な水準の労務費等について内訳明示した材料費
等記載見積書を作成・交付し、注文者はこれを考慮・尊重するよう努めることとされている。また、同条第４項により、建設業者は注文者から請求があったと
きはこれを交付しなければならないこととされている。

○ 契約が締結された後においては、公共工事標準請負契約約款第３条等に基づき、受注者が作成し注文者に提出する請負代金内訳書において、上記の見
積書に記載された額に対応する労務費を内訳明示することとなる。

○ したがって、例えば、契約当事者間において、この請負代金内訳書に記載された労務費の額について、本基準に基づき行った最終見積書の段階から大きく
減額されていないかなど確認するという方法が考えられる。

○ また、公共工事の場合は、労務費を内訳明示した「入札金額内訳書」の提出が義務となるが、改正入契法の趣旨を踏まえ、請負代金内訳書に明示された労
務費が、入札金額内訳書に明示された労務費から大きく減額されていないかなど確認を行うことが望ましい。

※ 仮に、最終見積りの段階や入札金額内訳書に明示された額から大きく相違している場合には、本基準に照らして適正な労務費となっていることについ
て、受注者から説明を受けることが望ましい。

方針60 ＜別紙04第３項①第一号＞「技能者」の範囲について

○ 本運用方針①（基準に関する基本的な考え方・取扱い）「方針６」と同様である。

方針61＜別紙04第３項①第一号＞「適正な賃金」について

○ 建設業法第２５条の２７第２項では、「建設業者は、その労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他
の労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施するよう努めなければならない」とされているところ、「適正な賃金」とは、雇用する技能者の
有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づき支払われるものである。

○ 本基準においては、公共工事・民間工事全体を通じて公共工事設計労務単価並みの水準の労務費・賃金の支払いを確保することにより他産業並み以上の
水準での技能者の処遇改善を実現し、実勢賃金の上昇が公共工事設計労務単価を更に上昇させる好循環を生み出して、建設業を中長期的に持続可能な
ものとすることを目指すこととしているところ、国土交通省において公表しているCCUSレベル別年収は、技能者に支払うことを目指すべき賃金としての位置
づけで公共工事設計労務単価から技能者の経験年数・保有資格等を踏まえて算出されており、これを日額換算した額の加重平均が公共工事設計労務単
価となる関係を有する。

○ 上記を踏まると、このCCUSレベル別年収が、個々の請負契約における「適正な賃金」に係る具体的な一つの目安になると考えている。
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（参考） 「労務費に関する基準」の運用方針（コミットメント関係③）

方針62 ＜別紙04第４項＞書面の提出を求める方法等について

○ 標準請負契約約款においては、書面の提出を求める方法や時期（タイミング）などについて、特段の定めを置いていないが、過度な負担とならないよう、契約
当事者の合意の下、合理的な方法や範囲において行われることが望ましい。

○ また、労務費や賃金の支払いの時期については、労務費については工事目的物の引き渡しの時期に支払われる場合や出来高に応じて一定の期間ごとに支
払われる場合などが想定され、また、賃金については月給制や日給制などによって異なることなど、当該工事の契約内容や事業者における賃金制度によっ
て異なることが想定される。したがって、各種書面の提出を求めるに当たっては、こうした事情も十分に配慮して、受注者にとって過度な負担とならないよう、
契約当事者において適切に協議されることが望ましい。

方針63 ＜別紙04第４項①柱書＞「理由」を付すことについて。どのような「理由」が想定されるか。

○ 情報開示に当たっては、単に書面の提出を求めるのではなく、一定の理由を添えて、必要な書面の提出を求めることが適切である。

○ 例えば、適正な労務費の確保や適正な賃金支払いの確認のために提出を求めることや、財政担当セクション等との調整・説明、住民や議会への説明のため
に提出を求めることなどが想定される 。

方針64 ＜別紙04第４項②第一号＞「関する書面」について

○ コミットメント制度の趣旨は、個々の技能者に対する賃金水準の是非を個別に確認するものではなく、発注者から支払われた労務費を原資として、受注者が
その雇用する技能者に対して適正な賃金を支払うことについて約束するということであることから、雇用する技能者に適正な賃金を支払ったことを宣言した書
面である「誓約書」の提出により、「関する書面」の提出がなされたこととする。

○ なお、労務費の基準の実効性確保策として、「処遇優良事業者証の活用」が検討されており、将来的にはこうした書類の活用についても検討する。

※ 賃金の支払いに関する書類として、例えば「賃金台帳」が存在するが、個人情報であることから、これの提出を強いることは適切ではない。

方針65 ＜別紙04第４項 ②第二号＞「関する書面」について

○ 下請事業者との「契約書の写し」の該当部分が想定される。

○ なお、契約書には請負代金額の総額のみが記載されていることが想定されるが、この場合は、建設工事標準下請契約約款第２条に基づき作成することと
なっている労務費を内訳明示した請負代金内訳書を提出することも想定される。

方針66 ＜別紙04第４項③第三号＞「関する書面」について

○ 下請事業者との「契約書の写し」の該当部分が想定される。

○ なお、発注者と元請事業者との間で本号に基づき提出が求められる書面（契約上提出しなければならない書面）については、元請事業者と一次下請事業者
との間の下請契約に関する契約書の写しであり、一次下請事業者と二次下請事業者との間の下請契約に関する契約書の写しではないことに留意する必要
がある。

※ （A）を選択した場合はコミットメント制度が導入されたもの
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（参考） 「労務費に関する基準」の運用方針（コミットメント関係④）

方針67 コミットメント制度の活用について

○ 制度の趣旨やメリットをまとめたリーフレットの作成・配布やコミットメント制度の解説を含む各種説明会の開催などにより、制度の周知・普及を図っていく。その
際は、中小事業者や一人親方等にも制度趣旨等が伝わるよう、内容等の工夫を行う。

○ 国の直轄工事において、コミットメント制度を導入したモデル工事を実施し、活用事例を蓄積するとともに、地方公共団体や民間発注者への横展開を図ってい
く。

方針68 「選択的条項」とすることについて

○ コミットメント制度は、労務費や賃金の支払いの実効性確保の取組として重要な仕組みであるが、他分野においても例の見られない画期的な取組であること
から、まずは契約当事者間が任意で導入できる選択的条項として規定したもの。

○ 多くの請負契約において導入されるよう、活用促進に取り組んでいく。

方針69 条文（Ａ）と条文（Ｂ）を選択して使用することについて

○ 労務費の確保と行き渡りを担保するためには、発注者と受注者との間でコミットメントが導入された場合には、各契約段階においても同様のコミットメント制度
が導入されることによって、末端の事業者や技能者まで行き渡りの確保が図られることとなる。

○ したがって、条文（A）においては、発注者と元請事業者との契約において、元請事業者と一次下請事業者との間の元下契約の中において当該一次下請事業
者が二次下請事業者との間でコミットメント条項を導入することを約する内容を含むことを規定することで、各段階においてコミットメント条項が導入されるよう
に措置している。

○ 一方、発注者と元請事業者との契約段階において、一次下請事業者と二次下請事業者との間においてコミットメント条項を導入することについてあらかじめ約
することが困難な事情がある場合においても、各段階において契約当事者間が個別に約することによって、雇用する技能者に対する賃金の支払いや下請事
業者への労務費の支払いについてのコミットメントの導入を可能とすることが重要である。

○ このため、元請事業者と一次下請事業者との下請契約において二次下請事業者とのコミットメントの導入を約するパターンを基本としつつ（条文（A））、発注者
と元請事業者、元請事業者と一次下請事業者など、各契約段階において個別にコミットメントを導入するパターンについても選択できるように規定（条文（B））
している。
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（参考） 「労務費に関する基準」の運用方針（コミットメント関係⑤）

方針70 コミットメントに違反した場合について

○ コミットメント制度の趣旨は、発注者から支払われた労務費を原資として、受注者がその雇用する技能者に対して適正な賃金を支払うことや下請先の事業者
に対して適正な労務費を支払うことについて約束するという責務的な規定であることに鑑み、標準請負契約約款においては、コミットメントに違反した場合にお
ける契約解除等のペナルティの規定は設けていない。

○ したがって、コミットメントに違反した場合、直ちに注文者側に解除権や損害賠償請求権が生じるものではないが、契約上の債務不履行には該当することから、
契約解除等の一事由となり得る。

○ なお、請負契約にコミットメント条項を盛り込んでいるにもかかわらず、契約当事者がその履行を行っていないことが確認された場合には、建設Ｇメン等による
請負契約適正化の取組において、契約に基づき誠実にコミットメントを履行することについて指導助言を行う対象となり得る。

方針71 注文者が直接契約する受注者以外の事業者（一次下請事業者等）について、コミットメントに基づく情報開示の状況を把握しようとする場合、

どのような対応が考えられるか。

○ 例えば、発注者が、一次下請事業者の賃金・労務費の支払い状況について把握を行うため、元請事業者に対して、一次下請事業者から提出を受けた賃金の
支払を証する書面の提出を求めることが想定される。

○ この場合において、コミットメントは直接契約を締結した当事者間のみを拘束するものであることから、契約上、発注者からの当該求めに対して元請事業者側
に応じる義務はなく、あくまで元請事業者の任意によるものであることに留意する必要がある。

○ また、各契約段階においてコミットメントが導入されている場合において、各段階における注文者が受注者から支払いを証する書面の提出を受け、最上位の
元請事業者がこれらを集約して発注者に提出することも想定されるが、この場合においても、元請事業者による集約及び発注者との契約関係がない事業者と
の間における書面の提出はあくまで任意によるものであることに留意する必要がある。
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（Q） 建設Ｇメンに通報した案件について、通報した発注者に対して建設Ｇメン担当からフィードバックがあるか？

（Ａ） 建設Ｇメンが調査した結果を発注者に対して、連絡することは原則としてありません。
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労務費ダンピング調査に関するＱ＆Ａ（ガイドライン内の一例）

（Q） 「労務費ダンピング調査」で確認する「一定水準」は、どのように設定するべきか？

（Ａ） 中央公契連モデルの係数を適用することを基本としますが、各発注機関における独自係数の設定を妨げるものではあ
りません。

（Q） 「労務費ダンピング調査」の対象となる工事は？

（Ａ） 原則全ての工事を対象としますが、試行的に導入することとして、具体的な対象工事は、発注者が適宜選定して実施す
ることとします。

（Q） 入契法第12条施行後、地方公共団体が対応すべきことは？

（Ａ） 法施行後、入契法第12条の入札金額の内訳の提出が必要となるため、地方公共団体においては、既存の入札金額の内
訳に関する規定等の更新をお願いします。また、労務費ダンピング調査については、本ガイドラインを参考に取組をお願いし
ます。

（Q） 「理由の確認」の結果、合理的な説明が得られなかった場合や理由が確認できなかった場合、失格扱いとなるのか？

（Ａ） 「労務費ダンピング調査」結果により、契約を妨げるものではありません。ただし、合理的な説明が得られなかった場合、
建設Ｇメンへの通報を行います。
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